
 亀山市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成２７年３月３１日  

                 亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市規則第１６号  

 

   亀山市会計規則の一部を改正する規則  

 

 亀山市会計規則（平成１７年亀山市規則第３４号）の一部を次の

ように改正する。  

    「  

                        」  

「                 

  

 」  

附  則  

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。  

関消防署  署長  

亀山消防署関分署  分署長  
亀山消防署北東分署  分署長  

別表中  を  

に改める。  


